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上田都市計画道路の変更について

上田都市計画道路の変更について

　このことについて、都市計画法第21条第２項の規定において準用する同法第18条第
１項の規定により、次のように審議会に付議します。
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上田都市計画道路の変更 （長野県決定） 

 

 都市計画道路中３・３・４号諏訪部伊勢山線を次のように変更する。 

種
別 

名   称 位   置 区 域 構   造 

備 考 
番号 路線名 起 点 終 点 

主 な 

経過地 
延 長 

構 造 

形 式 

車 線 

の 数 

幅 

員 

地表式の区間における

鉄道等との交差の構造 

幹
線
街
路 

3・3・4 
諏訪部 

伊勢山線 

上田市 

常磐城 

三丁目 

上田市 

上野字

堀越 

上田市 

中央 

五丁目 

約 6,400ｍ 地表式 ４車線 25ｍ 

上信越自動車道と 

立体交差、幹線街路と 

立体交差１箇所、幹線街

路と平面交差５箇所 

 

車線の数の内訳 

４車線 約 2,940ｍ 

 

２車線 約 3,460ｍ 

 

 

  「区域及び構造は計画図表示のとおり」 

 

 （理 由） 

    上田市街地の北東地域における円滑な都市交通を確保することにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、沿

道の土地利用や地形条件等を勘案し、道路の位置及び区域を変更するものである。 
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上田都市計画道路の新旧対照表 

（旧） 

種
別 

名   称 位   置 区 域 構   造 

備 考 
番号 路線名 起 点 終 点 

主 な 

経過地 
延 長 

構 造 

形 式 

車 線 

の 数 

幅 

員 

地表式の区間に

おける鉄道等と

の交差の構造 

幹
線
街
路 

3・3・4 
諏訪部 

伊勢山線 

上田市 

常磐城 

三丁目 

上田市 

上野 

字堀越 

上田市 

中央 

五丁目 

約 6,380ｍ 地表式 ４車線 25ｍ 

上信越自動車道

と立体交差、幹

線街路と立体交

差 1 箇所、幹線

街路と平面交差

５箇所 

 

 

車線の数の内訳 

４車線 約 2,920ｍ 

 

２車線 約 3,460ｍ 

 

 

（新） 

種
別 

名   称 位   置 区 域 構   造 

備 考 
番号 路線名 起 点 終 点 

主 な 

経過地 
延 長 

構 造 

形 式 

車 線 

の 数 

幅 

員 

地表式の区間に

おける鉄道等と

の交差の構造 

幹
線
街
路 

3・3・4 
諏訪部 

伊勢山線 

上田市 

常磐城 

三丁目 

上田市 

上野字 

堀越 

上田市 

中央 

五丁目 

約 6,400ｍ 地表式 ４車線 25ｍ 

上信越自動車道

と立体交差、幹

線街路と立体交

差 1 箇所、幹線

街路と平面交差

５箇所 

変更区間 

L=約 680m 

ルートの変更 

車線の数の内訳 

４車線 約 2,940ｍ 

 

２車線 約 3,460ｍ 
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変更理由書 

 

１ 都市計画道路の概要 

上田都市計画道路は、上田市街地の骨格を形成し、円滑な都市交通を確保するため、昭和８年

に 25路線が都市計画決定され、その後、人口増加に伴う交通需要の増加や都市構造の変化等に対

応するため、昭和 37 年以降に新たな都市計画道路の決定や変更を経て、令和６年３月末時点で

32 路線（幹線街路 30 路線、特殊街路２路線）が決定されている。 

 

２ 都市計画変更の必要性 

今回変更する３・３・４号諏訪部伊勢山線は、３・４・10 号秋和神畑線（主要地方道上田丸子

線）との交点を起点とし、上信越自動車道上田菅平ＩＣを経て、旧真田町境に至る延長約 6,380

ｍの幹線街路として、昭和８年に都市計画決定されている。 

本道路は、上信越自動車道上田菅平ＩＣへのアクセス道路となっており、群馬県吾妻郡長野原

町と上田市街地を結ぶ広域交通の一端を担うとともに、旧真田町から上田市街地へ向かう主要な

生活道路としても機能していることから、慢性的な交通渋滞の解消や安全な歩行空間の確保のた

め、早期の整備促進が望まれている。 

本道路の整備状況としては、平成８年の上信越自動車道の供用に合わせ、上田菅平ＩＣから３・

３・１号上田篠ノ井線（国道 18 号バイパス）との交点間約 859ｍにおいて幅員 25ｍで整備が完

了しており、上田菅平ＩＣから終点側については、安全で円滑な都市交通の確保や地域コミュニ

ティの保全を目的に、現道である一般国道 144 号を回避したバイパス計画として、平成 12 年に

都市計画変更を行い、以降、上田菅平ＩＣ側から順次整備を進めているところである。 

今回変更する区間（終点部約 680ｍ）については、上記変更時点から 20年以上経過しているこ

とから、高い走行性と交通処理機能を確保しつつ、沿道の土地利用や地形条件等を踏まえた詳細

な検討を進める中で、地元住民や関係機関との調整を図りながら計画の再検討を行った結果、現

道側（西側）へ線形変更することにより、終点部を流れる一級河川神川の浸水想定区域や変更区

間中間付近のがけ斜面を極力回避するとともに、沿道集落からの確実なアクセスが確保できるこ

とから、道路の位置及び区域を変更するものである。 

 

３ 都市計画変更の妥当性 

以上を踏まえ、円滑な都市交通を確保し、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、今回

３・３・４号諏訪部伊勢山線を変更することは妥当であると判断した。 

 

４ 都市計画道路の構造 

 延長（変更後）：約 6.400ｍ 

道路種級区分：第３種第２級 

計画交通量：14,300 台／日（Ｒ12 推計） 

設計速度：60ｋｍ／ｈ 

道路の種別：幹線街路 

車線数：４車線 

幅員：25ｍ 議1-4



 

都市計画の策定の経緯の概要 

上田都市計画道路の変更（長野県決定）３・３・４号諏訪部伊勢山線 

事    項 時    期 備    考 

 
 
地元説明会  
 
 
公聴会開催の公告 
 
 
素案の閲覧 
 
 
 
公聴会 
(都市計画法第１６条第１項) 
 
 
市町村意見聴取 
(都市計画法第１８条第１項) 
 
 
計画案の縦覧公告 
(都市計画法第１７条第１項) 
 
 
計画案の縦覧 
(都市計画法第１７条第１項) 
 
 
市町村意見聴取回答 
(都市計画法第１８条第１項) 
 
 
長野県都市計画審議会 
(都市計画法第１８条第１項) 
 
 
決定告示 
(都市計画法第２０条第１項) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
令和４年１１月２８日(月) 
 
 
令和６年 ８月 １日（木） 
 
 
令和６年 ８月 ２日（金）～ 
令和６年 ８月２３日（金） 
 
 
令和６年 ８月２５日（日） 
 
 
 
令和６年 ９月 ５日（木） 
 
 
 
令和６年 ９月２６日（木） 
 
 
 
令和６年 ９月２７日（金）～ 
令和６年１０月１０日（木） 
 
 
令和６年１０月２９日（火） 
 
 
 
令和６年１１月２２日（金） 
 
 
 
 
令和６年１１月下旬 
 
 

 
 
上田市伊勢山地区 
 
 
県報、市広報誌、
県ホームページ 
 
 
 
 
 
公述の申出がなか
ったため中止 
 
 
 
 
 
 
県報、市広報誌、
県ホームページ 
 
 
意見書提出なし 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以下、予定 
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